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やまゆり居宅介護支援事業重要事項説明書 

 

１．指定介護予防支援を提供する事業者 

法人の名称 社会福祉法人 芸北福祉会 

代表者の氏名 理事長  齋 藤 正 守 

所在地（連絡先） 
広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀８２１番地 

℡０８２６－２２－１０７５ Fax ０８２６－２２－１０７６ 

２．指定介護予防支援を提供する事業所 

事業所名称 やまゆり居宅介護支援事業所 

指定事業者番号 第３４７３５００６０５号 

事業所所在地 広島県山県郡北広島町荒神原 200 番地 

管理者・連絡先 
管理者 宮 下 公 宏 

℡０８２６－３５－０９７５ Fax ０８２６－３６－３０１３ 

事業実施地域 北広島町 

 

３．事業の目的及び運営方針 

事業の目的 

  居宅において要支援状態にある高齢者に対し、適切な介護予防支援を提供することを目的と 

する。 

運営方針 

  事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境等に 

応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業 

者から、総合的かつ効率的に提供されるよう援助を行います。 

 事業の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用 

者に提供される指定かいご予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業 

者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。また、市町村、地域包括支援センー、 

老人介護支援センター、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるも 

のとします。 

 

４．事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 ： 月曜日～金曜日（ただし、１２月２９日～１月３日を除く。） 

営業時間 ： 午前８時３０分～午後５時１５分 

 

５．事業所の職員体制 

事業所の管理者 １名（常勤の主任介護支援専門員が兼務） 

介護支援専門員 １名（常勤１名）、事務職員（非常勤 1 名） 
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６．利用料、その他の費用の請求 

 ① サービス利用料については別表のとおりです。ただし、介護保険制度から全額支給される

ので、自己負担はありません。ただし、介護保険料の滞納等により、法定代理受領をできなく

なる場合があります。その場合は、別途負担が必要になることがあります。（サービス提供証

明書を後日お住まいの町窓口に提出しますと、別途負担金の全額払い戻しを受けることができ

ます。） 

② 利用者の居宅が、通常の事業実施地域以外の場合は、交通費として通常の事業地域を超え

た地点より１ｋｍあたり３０円の支払いが必要になります。 

 注）法定代理受領…サービスを提供した事業者が、被保険者に代わって保険者から保険給付を受けること。 

 

７．介護支援専門員の業務内容 

（１） 介護予防サービス計画の作成 

（２） 指定介護予防サービス事業者その他の者との連携調整 

（３） 要介護認定等の申請代行 

（４） その他の便宜の提供 

 

８．緊急時等について電話対応を行い、２４時間連絡ができる体制を確保します。 

 

９．複数の指定介護予防サービス事業所等の紹介とその選定理由の説明 

  介護予防サービス計画の作成にあたっては、ご要望に応じて複数の指定介護予防サービス事

業所等の紹介を行います。また選定された指定介護予防サービス事業所を選定した理由につい

ても説明も希望があれば行います。 

 

１０．個人情報の取り扱い 

 ① 事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利

用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、

契約期間中及び契約期間終了後、第三者に漏らすことはありません。 

 ② あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合は、前項の規程にかかわらず、一定の条件

の下で個人情報を利用できるものとします。 

 ③ 従業員が退職後も、在職中に知り得た秘密及び個人情報を漏らすことがないように必要な

措置を講じます。 

 ④ 利用者は所定の手続きのうえ、ご自身の個人情報の開示を請求することができます。なお、

別に定める所定の費用をいただく場合があります。（交付を希望される場合、写し 1 枚に

つき 10 円を申し受けます。） 



 - 3 - 

 ⑤ 利用者は開示を受けたご自身の個人情報の内容について、所定の手続きのうえ訂正を請求

することができます。 

 ⑥ 利用者はご自身の個人情報が不適切な取り扱いをされていると思われる場合は、所定の手

続きのうえ、ご自身の個人情報の利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。 

 ⑦ 利用者は上記権利の決定等に関して不服がある場合は、当事業所に対して異議申し立てを

することができます。 

 ⑧ 個人情報に関する窓口 

   やまゆり居宅介護支援事業所個人情報窓口 管理者 宮下 公宏 

   電話 ０８２６－３５－０９７５  ファックス ０８２６－３６－３０１３ 

 

１１．サービス提供中における事故発生時の対応 

 ① 事業者はサービス提供中に事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を

行うとともに、当事業所の事故発生時対応マニュアルに沿って必要な処置を講じます。 

 ② 事業者は事故が発生した場合、原因を解明し再発防止に努めます。 

 

１２．損害賠償 

 事業者は、介護予防支援の実施にあたっての生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その

損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りではありま

せん。 

 

１３．病院・診療所に入院された時の連絡先の提示について 

  病院・診療所から退院された後の在宅生活を円滑に支援するために、病院・診療所に入院さ

れた場合には担当介護支援専門員の氏名・連絡先をお伝えください。このカードは介護保険証

証書・お薬手帳等と一緒に保管してください。 

 

１４．サービス提供に関する相談・苦情窓口 

 サービス提供に関する相談・苦情は次の窓口で受け付けています。 

【事業所の窓口】 

やまゆり居宅介護支援事

業所苦情窓口 

所在地：広島県山県郡北広島町荒神原２００番地 

電 話：０８２６－３５－０９７５ 

ＦＡＸ：０８２６－３６－３０１３ 

受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

苦情窓口担当者：介護支援専門員 宮下公宏 

【町 窓 口】 

北広島町役場福祉課 

（介護保険係） 

所在地：広島県山県郡北広島町有田１２３４番地 

電 話：０８２６－７２－７３５２ 

ＦＡＸ：０８２６－７２－５２４２ 
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広島県国民健康保険団体

連合会 

広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館 

℡０８２－５５４－０７８３ Fax ０８２－５１１－９１２６ 

 

１５．事業者（介護予防支援事業者）への連絡事項 

 次に該当する場合は、事業者へその旨を速やかに連絡してください。 

 ① 介護保険の記載内容に変更が生じた場合 

 ② 予定していたサービス内容に変更が生じた場合（ケアプラン・サービス利用票とは違った

内容のサービス） 

 ③ 病院へ入院または転院される場合 

 ④ ベッドや車椅子等の福祉用具の利用や返却、あるいは福祉用具購入や住宅改修をお考えの

場合 

 ⑤ 原爆医療、障害者医療、生活保護医療の受給資格取得または失った場合 

 

１６．業務継続計画の策定 

 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援事業の提供

を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施するよう努めます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行います。 

 

１９．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努

めます。 

 ①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする）をおおむね 6月に 1回以上開催します。その

結果を、介護支援専門員に周知徹底します。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

２０．虐待の防止 

 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努め

ます。 

 ①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う
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事ができるものとします）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門

員に周知徹底を図ります。 

 ②事業所における虐待防止のための指針を整備します。 

 ③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

 ④虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。 

 

２１．身体拘束の禁止 

 利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束を行いません。身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない場合を記録します。 
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令和  年  月  日 

 

上記内容について「厚生労働省令第３７号指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」第４条の規定に基

づき、利用者に対する説明を行いました。 

 

 

所在地：広島県山県郡北広島町荒神原２００ 

事業所名：やまゆり居宅介護支援事業所（指定番号：３４７３５００６０５） 

 

管理者：宮 下 公 宏 ㊞       説明者              ㊞ 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

上記内容について、事業者から説明を受け同意しました。（利用者本人が記入できない場合は、

ご本人の名前を署名代行者が記入・押印してください） 

 

＜利用者＞ 

 

住所  広島県山県郡北広島町             

 

氏名                ㊞ 

 

 

＜署名代行者＞ 

 

住所                          

 

氏名                ㊞（利用者との関係            ） 

 

 


